
フロムセブン　ソーシャルメディア及びネットワーキング(ＳＮＳ)・ガイドライン

１：公式情報の発信に際して

（１）ＳＮＳ公式アカウントでの投稿は、公式な情報発信であることを認識すること。
（２）ＳＮＳにおける情報発信や対応に責任を持ち、利用者に誤解を与えないようにすること。
（３）ＳＮＳが持つ社会的影響や発信された情報は完全には取り消すことができない点に留意す
ること。
（４）伝聞や憶測に頼らず、正確な情報を発信すること。

２：遵守事項

　次に定める情報の掲載を禁止すると共に、違反する情報は会長より注意勧告する
（１）公序良俗に反する情報
（２）人権及びプライバシーを侵害する情報、誹謗中傷を行う情報
（４）クラブ員（ビジター含）個人情報の保護に関する事柄
（５）クラブ員がフロムセブンの活動範囲を紹介する中で、
　　　掲載が相応しくないと判断される情報
（６）※）会則 が定める規程に違反する情報

　　２ -（６）についての具体的留意事項
・会則第一条、第五条-1 を遵守する記事内容であること
・具体的には道路交通法にある、共同危険行為 ※1）、安全運転の義務違反 ※2）を
　連想させる表現や内容としないことを定める

３：ＳＮＳ公式アカウント

　フロムセブンのＳＮＳ公式アカウントは以下に記載するとおりです。
※FACEBOOK　https://www.facebook.com/fromseven

また、Facebookコミュニティ規定も併せてご留意ください
https://www.facebook.com/communitystandards/

------------
注釈）

※1）共同危険行為
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自
転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危
険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
集団暴走行為と同義

※2）安全運転の義務違反
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道
路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなけ
ればならない。」）
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